
　

吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」の概要

　 ○以下の６つを柱として取り組んでいきます。

Ⅰ再度災害の防止に向け、河川の水位を低下させる対策等 
Ⅱ大規模な内水の氾濫を抑制し、被害を最小限にとどめる対策
Ⅲ避難地、避難路の整備、および避難に資する情報・警報システム 
Ⅳ湛水の長期化を抑制する強制排水機能向上対策等 
Ⅴ水害に強い土地利用等再構築 
Ⅵ「水害に強いまちづくりモデル事業」策定以降に、新たに取り組まれてきた減災対策の推進 

※詳細については、別紙をご覧下さい。
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令 和 2 年 1 月 31 日

　関係機関で構成する「令和元年台風第１９号による大規模浸水被害対策分科
会」（１１月２２日発足）において、吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェク
ト」をとりまとめました。今後、国、県、市町等が連携し、流域が一体となり、　「大
規模氾濫時の被害の最小化」を目指します。

令和元年１０月台風第19号による水害を踏まえた
吉田川・新たな「水害に強いまちづくりプロジェクト」を開始します。

～大規模氾濫被害の最小化に向けた、より水害に強いまちづくりの実践～

令 和 元 年 台 風 第 19 号 に よ る
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